
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4287)
03(3595)2423(18時 以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取 (害1当て)額等回答表

平成29年 6月 22日 薬事 食品衛生審璽雪』f葛色fttl遅薬 動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金 契約金等の受取(害 1当 て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のDα Pの残留基準の設定について

②食品中のドJホリンの残留基準の設定について

③食品中のピラクロス陶ビンの残留基準の設定について

④食品中のLllJベ ンカルプの残留基準の設定について

⑤食品中のフェンキノドリオンの残留基準の設定について

⑥食品中のホセチルの残留基準の設定について

⑦食品中のメタアルデヒドの残留基準の設定について



(別紙)

①食品中のDCPの残留基準の設定について

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特.・L事項

②食品中のblJホリンの残留基準の設定について

し

し

無

無

ご

げ

「
‐
‐
‐
Ｊ

有

有

□

□該当の有無

□ 50万 円超～500万円以下

□

ピ 無し

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万円以下

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1 

特記事項

→  該 当 の 石 曇 :

→ 該当の有無:□ 有り

し

し

無

無

画

ビ

③食品中のビラクロストロビンの残留基準の設定について

ば 無し● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万円以下

●

●

ｒ

‐

‐

」

じ

し

無

無

ジ

ー

奇 何 並 契 詢 並 寺 の 堂 取 劃ヽ 当 て ,観

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

有り

→ 該当の有無 :□ 有り



④食品中のビリベンカルプの残留基準の設定について

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

ば 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万 円超

●

●

|

し

し

無

無

シ

ー

⑤食品中のフェンキノhlJオンの残留基準の設定について

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

げ 無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万円以下

□ 500万 円超□

● 審議の公平さこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[ 

特記事項

⑥食品中のホセチルの残留基準の設定について

該当の有無 :

該当の有無 :

し

し

無

無

ご

ゴ

「
‐
‐
‐
Ｊ

有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

ミ名 (甲 請』さ栗寺 ,:

金 契約金等の受取(割 当

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

審議の公平さこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

ご 無し
当該年度における受取額
□ 50万円以下

□ 50万 円超～500万円以下

円超

●

●

Ｆ

‐

‐

」

し

し

無

無

鬱

． １

有

有

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式

→ 該当の有無 :□ 有り

有り



⑦食品中のメタアルデヒドの残留基準の設定について

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 平成27年度
□ 平成28年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

ご無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万 円超～500万円以下

●

●

ｒ

‐

‐

」

該当の有無 :□

該当の有無 :□

し

し

無

無

ビ

ビ

「
‐

‐

∃

有

有

□ 寄附金 (奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料       □ 当該企業の株式



（宛　先）

〒100－8916
電話

FAX

厚生響錯誤灘韻韻醒暫韓中
東京都千代田区譲が関1－2－2

03（5253）1111（内線4287）
03（3595）2423（18時以降）
03－3595－2432（残留農薬等基準審査室FAX）

平成29年6月22日薬事“食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のDciPの残宙基準の故定について

②食品中のトリポリンの残留基準の設定について

③食品中のビラクロストロビンの残留基準の設定について

④食品中のピノベンカルブの残留基準の投定について

⑤食品中のフ工ンキノHJオンの残留基準の敵定について

⑥食品中のホセテルの残留基準の投定について

⑦食品中のメタアルデヒドの残留基準の織定について

現職　碑名姫神群居捉
氏名　．1L人尿砿



（別紙）

①食品中のDC旧の残留基準の毅定について

企業名（申請企業等）：　株式会社エス”ティー“エスバイオテ㌢
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口　平成27年度
□　平成28年度

●

●

［

→　受取の有無：口　有り
当該年度における受取額
口　50万円以下

口　50万円超－500万円以下

□　 平成29年度 」　 口　 50 0万

【受取額の内訳】
□　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料□　 寄附金（奨学寄付金含む）

□　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 □　 当該企業の株式

口　 その他（ ）

申請資料等の作成に密接に関与 →　 該当の有無：口

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

②食品中のHJホIルの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　全国後輩協同組合連合
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成27年度

□　平成28年度

●

●

［

→　該当の有無：口　有り

＿受取の有意：口有り　J禦し
当該年度における受取額

ロ　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

口　 平成29年度 」　 口　 50 0万

【受取額の内訳】
口　 寄附金（奨学寄付金含む） □　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料

口　 特許権・特許使用料・商標権による報酬

口　 講演料　　 口　 原稿執筆料 ロ　 当該企業の株式

口　 その他（ ）

申請資料等の作成に密接に関与 →　 該当の有無：口

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

③食品中のビラクロストロビンの残留基準の穀定について

企業名（申請企業等）：　　BASFジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成27年度
□　平成28年度

→　該当の有無：口　有り

L
 
L

無
無

五

㌔

］

＿受取の柿：□有り　J無し
当該年度における受取額

ロ　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　 平成29年度 」　 □　 5 00万

【受取額の内訳】

□　 寄附金（奨学寄付金含む） □　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料

□　 特許権・特詐使用料・商標権による報酬

□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 □　 当該企業の様式

ロ　 その他（ ）
申請質料等の作成に密接に関与 →　 該当の有無：口

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り

特記事項 ］



④食品中のビノベンカルブの残留基準の般定について

企業名（申請企業等）：　クミアイ化学工業株式圭
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成27年虎

口　平成28年度
口　平成29年度

＿受取の有無：ロ有り　J禦し
当該年度における受取額

口　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

口　500万円超

【受取額の内訳】
口　 寄附金（奨学寄付金含む） 口　研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料
口　 待許権・特許使用料・商標権による報酬

□　 講演料　　 口　 原稿執筆料 □　 当該企業の株式
□　 その他（ ）

●申請質料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中のフ工ンキノトリオンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　クミアイ化学工業株式さ
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成27年度
口　平成28年虎
口　平成29年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：口　有り

＿受取の請：口有り　五葉し
当該年度における受取額

口　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

口　500万円超

【受取額の内訳】

□　 寄附金（奨学寄付金含む） □　研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料

□　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
ロ　 講演料　　 口　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式

□　 その他（ ）

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑥食品中のホセチルの残留基準の投定について

企業名（申請企業等）：　　バイエルクロツナサイ工：
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金“契約金等を受け取った年度
口　平成27年度

□　平成28年度
□　平成29年度

→　該当の有無：ロ　有り
→　該当の有無：□　有り

ー→　受取の有無：ロ　有り

L
 
L

無
無

五

百

］

J無し
当該年度における受取額

口　50万円以下

ロ　50万円超～500万円以下

口　500万円超

【受取額の内訳】

□　 寄附金（奨学寄付金含む） □　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料

□　 特許権・特許使用料・商標権による報酬
口　 講演料　　 口　 原稿執筆料 口　 当該企業の株式

□　 その他（ ）

●申請質料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り

特記事項

L
 
L

無
無

品

訂

］



⑦食品中のメタアルデヒドの残留基準の投定について

企業名（申請企業等）：　ロンザジャパン株式会を
●寄付金“契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成27年虎
口　平成28年度

＿受取の有意：口有り　J無し

当該年度における受取額
ロ　50万円以下
口　50万円超～500万円以下

500万円超口　 平成29年度 」　 □　 bUU万
【受取額の内訳】

口　 研究契約金 ロ　 コンサルタント料・指導料ロ　 寄附金（奨学寄付金含む）
□　 特許権・特許使用料“商標権による報酬

口　 講演料　　 口　 原稿執筆料 □　 当該企業の株式

ロ　 その他（ ）

成29年度

●申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：ロ　有り
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有り

特記事項



(宛先)

　　　　　　厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
　　　　　　　　　基準審査課残留農薬等基準審査室宛

〒100-8916　　　　　　　　東京都千代田区霞が関1-2-2
　　電話　　　　　　　03(5253)1111(内線4287)
　　　　　　　　　　　03(3595)2423(18時以降)
　　FAX　　　　　　O3-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

　　　　　　　　　　　　　　　平成Z9年6月'2日
平成29年6月22日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のDCIPの残留基準の設定について

②食品中のトリホリンの残留基準の設定について

③食品中のピラクロストロピンの残留基準の設定について

④食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について

⑤食品中のフェンキノトリオンの残留基準の設定について

⑥食品中のホセチルの残留基準の設定について

⑦食品中のメタアルデヒドの残留基準の設定について

氏名 ×古、



(別紙)

①食品中のDCIPの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): ム　エス・一一・エスパ　　ーss

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　冨　無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　
→該当の有無:□　有り

→該当の有無:□　有り 5黍ヒ

　
]

②食品中のトリホリンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): 　　ム、　<<
口

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　ゴ無し
　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　
→　該当の有無:□　有り

→該当の有無:□　有り

1無し
㎡無し　
]

③食品中のピラクロストロビンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): BASFS◆　ノtン　　　ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　〆　無し
　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口

口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[　

→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

ゴ無し
〆無し　

]



④食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):

 ミ
、 工 △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　ロ　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　ゼ無し
　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

ロ　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[⌒
→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り  藤ヒ

　
]

⑤食品中のフェンキノNJオンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):

 、
ミ △

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　団　無し
　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　ロ　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

ロ　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[⌒
→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

ゴ無し

ぼ無し　
]

⑥食品中のホセチルの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): バエルロ"ブ　エンス　　〈

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　M無し
　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口

口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

ロ　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[⌒
→　該当の有無:口　有り

→　該当の有無:□　有り

ゼ無し
ば無し　

]



⑦食品中のメタアル先ドの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): ロン　"tパン　　ム

●寄付金・契約金等の受取(割当て)額

　受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

　　口　平成27年度

　　口　平成28年度

　　口　平成29年度

→　受取の有無:□　有り　　M無し

　　　　当該年度における受取額　　}

　　　　　口　50万円以下

　　　　　口　50万円超～500万円以下

　　　　　口　500万円超

【受取額の内訳】

口
口
口
口

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料　　口　原稿執筆料

その他(

口　研究契約金

口　当該企業の株式

)

ロ　コンサルタント料・指導料

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

[…
→　該当の有無:□　有り

→　該当の有無:□　有り

㎡無し
㎡無し　

]


































